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省エネ住宅ポイントの「完了報告の代行」について 

 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、「省エネ住宅ポイント制度」については２月３日に補正予算が成立し、３月１０日から申請

受付が始まりました。本制度は、平成２６年度補正予算による補助事業であることから、平成２７

年度中に事業を完了する必要があり、このため工事完了前にポイント発行申請が可能な制度となっ

ています。 

工事完了前にポイントの発行申請を行った場合、工事完了後に完了報告の手続が必須となってお

り、一方、本制度を活用する住宅取得者等（申請者）は、こうした申請手続に不慣れであり、手続

に時間を要することや提出が行われないこと等が懸念されます。 

このため、別添のとおり、ポイント発行申請書に完了報告の代行を行うことについて記載する欄

が設けられております。 

つきましては、国土交通省住宅生産課から、可能な限り工事完了後に提出する「完了報告」を事

業者が代行していただくよう要請がありましたので、ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。                        敬 具 

 

省エネ住宅に関するポイント制度について 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000046.html 

 

省エネ住宅ポイント制度専用サイト 

http://shoenejutaku-points.jp/ 

 

（国土交通省の問合せ先） 

国土交通省住宅局住宅生産課  豊嶋氏、山本氏 ＴＥＬ 03-5253-8111（内線39463・39431） 

 

（本件に関する全住協の問合せ先） 

（一社）全国住宅産業協会 担当 岩脇・嘉屋本（かやもと） ＴＥＬ 03-3511-0611 
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